
令和６年能登半島地震、令和６年奥能登豪雨で被災された方を対象
とする「10業種の専門家による合同無料相談会」の実施について 

 
 

県では県士業団体協議会と連携し、被災された皆様のさまざまなご相談に
10業種（※1）の専門家が無料でお答えする標記相談会を、下記のとおり開催
します。なお、今回の相談会では、建築士（※2）への相談も承ります。 
 
※1 公認会計士・行政書士・弁理士・中小企業診断士・税理士・ 

不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士・弁護士・社会保険労務士 
 
※2 地震からの復興支援として設立された「能登復興建築人会議」のご 

協力により、建築士も同席します。 
 
 

記 
 
 

１．七尾市 
【開催日時】 11月 15日（土） 13：00～15：00 
【会  場】 七尾市勤労者総合福祉センター（ワークパル七尾） 

 多目的ホール 
（七尾市小島町北方西部 1番 3）  

 
２．志賀町 
【開催日時】 11月 29日（土） 13：00～15：00 
【会  場】 志賀町役場本庁舎 町民ホール 

（羽咋郡志賀町末吉千古 1番地 1）  
 
３．問い合わせ先 

（事前） 
日本弁理士会北陸会 076-266-0617 

（当日） 
日本弁理士会北陸会 090-4728-1040 

 
※ 予約は不要です。 
※ 当日不在の業種についてご相談があった場合は、電話相談または後日 
相談につなぎます。 

 
報道各社におかれましては、生活情報、ライフライン情報欄での掲載等に 
ご協力いただきますようお願いします。 
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合同無料相談会合同無料相談会
専門家による

行政書士公認会計士 弁理士 税理士

司法書士 弁護士

石川県 ・ 石川県士業団体協議会 ・ 能登復興建築人会議

お問い合わせ：（事前）日本弁理士会北陸会 076-26６-０６１７

（当日）日本弁理士会北陸会 0９0-４７２８-１０４０

開催日時 開催場所

１１月１５日（土）
１３時～１５時

七尾市勤労者総合福祉センター
（ワークパル七尾）多目的ホール

（七尾市小島町北方西部1番3）

１１月２９日（土）
１３時～１５時

志賀町役場本庁舎町民ホール
（羽咋郡志賀町末吉千古1番地1）

家の再建や修繕のための支援

として何があるの？

役所に相続登記をするように

言われたけど、

何をすれば良いの？

家を解体した後、住宅ローン、

登記、税金はどうなるの？

事業再建のための補助金申請

はどのようにするの？

令和６年能登半島地震、令和６年奥能登豪雨で被災された方

どんなことでもお気軽にご相談ください

上記の10業種のほか、建築士への相談も承ります

【予約不要】

※当日の天候状況によっては、中止とさせていただく場合がありますので、実施の有無については
   上記にお問い合わせください

仕事中に怪我したけど、

補償は貰えるの？


